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第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、nojima mobile YM契約約款（固定データ通信編）（以下「約款」といいま

す。）を定め、これにより nojima mobile YM（当社がこの約款以外の約款等を定め、それ

により提供するものを除きます。）を提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条

件は、変更後の約款によります。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用   語 用  語  の  意  味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービ

ス 

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気

通信設備を他人の通信の用に供すること 

３  nojima mobile 

YMネットワーク 

主として広帯域通信の用に供することを目的としてインタ－ネッ

トプロトコル等により符号の伝送交換を行うための電気通信回線

設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およ

びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設

備をいいます。以下同じとします。） 

４  nojima mobile 

YM 
nojima mobile YMネットワークを使用して行う電気通信サービス 

５  nojima mobile 

YM取扱所 

（１） nojima mobile YMに関する業務を行う当社の本社または

事業所 

（２） 当社の委託により nojima mobile YMに関する契約事務を

行う者の事業所 

６ 契約者 当社と nojima mobile YMの契約を締結している者 

７ 料金月 
当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日から次の月の応当日の

前日までの間 
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８ ＤＳＬ等接続専

用サービス 

東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」といいます。）

または西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」といいま

す。）（「ＮＴＴ東日本」「ＮＴＴ西日本」をあわせて「ＮＴＴ」

といいます。）が提供する専用サービスのうち「ＤＳＬ等接続専

用サービス」 

９ 相互接続点 
当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく

接続に係る電気通信設備の接続点 

１０ 特定協定事業

者 
ＮＴＴ東日本またはＮＴＴ西日本 

１１ 契約者回線 

ＤＳＬ等接続専用サービスの提供に係る契約に基づき、その契約

者の指定する場所と特定協定事業者の事業所内にある電気通信回

線設備までの間に設置される電気通信回線 

１２ 利用回線 

当社または、別表２に規定する当社以外の電気通信事業者の事業

所内に設置される電気通信回線設備と当社または、別表２に規定

する当社以外の電気通信事業者の電気通信サービスに申込みをお

こなった者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 

１３ 回線収容部 契約者回線を収容するための電気通信設備 

１４ 契約者回線等 回線収容部および契約者回線 

１５ 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

１６ 契約事業者 当社と契約を締結している電気通信事業者等 

１７ ＤＳＬ方式 

変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式

であって、その契約者回線等に係る電気通信回線設備の回線距離

もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設

備等からの信号の漏えいまたは契約者回線の終端に接続される電

気通信設備の態様等により、その契約者回線による通信の伝送速

度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または

通信が全く利用できない状態（通信に著しい支障が生じ、全く利

用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下、「ＤＳＬ

方式に起因する事象」といいます。）となる場合があるもの 

１８ 端末設備 

契約者回線の終端（相互接続点におけるものを除きます。）に接

続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部

分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）

または同一の建物内であるもの 

１９ 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 
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２０ 自営電気通信

設備 

電気通信事業者（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以

下「事業法」といいます｡）第９条の登録を受けた者または第１６

条第１頂の届出をした者をいいます。以下同じとします｡）以外の

者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 

２１ 技術基準等 
端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）および端末設備

等の接続の技術的条件 

２２ 消費税相当額 

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）および同法に基づく法令

の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）および同法に関する法令の規定に基づき課

税される地方消費税の額 

 



 4 

第２章 通信の種類 

 

（nojima mobile YMの種類） 

第４条 nojima mobile YMには、次の種類があります。 

 

種類 内容 

ＡＤＳＬ接続サービス 契約者回線を使用して行うインターネット接続サービス 

フレッツ接続サービス 利用回線を使用して行うインターネット接続サービス 

 

２ 前項に掲げる、nojima mobile YMには、料金表第 1表（nojima mobile YMに関する料

金）に規定する契約の区分および品目による料金種別があります。 

 

第３章 nojima mobile YMの提供区域 

 

（nojima mobile YMの提供区域） 

第５条 nojima mobile YMの提供区域は、当社が別に定め、ホームページ上に掲載します。 
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第４章 契約 

 

第１節 ＡＤＳＬ接続サービスに係る契約 

 

（ＡＤＳＬ接続サービス契約の単位） 

第６条 当社は、契約者回線１回線ごとに１のＡＤＳＬ接続サービスの契約を締結します。

この場合、ＡＤＳＬ接続サービスに係る契約者は、１の契約につき１人に限ります。 

 

（ＡＤＳＬ接続サービス契約の区分） 

第７条 ＡＤＳＬ接続サービスは、当社が別に定める伝送速度による通信が可能なもので

あり、次の表の左欄に掲げる区分があります。 

区 分 内     容 

回線タイプ１ 
特定協定事業者の電話サービス契約約款に規定する契約者回線を利用

して提供するもの 

回線タイプ２ 
特定協定事業者の専用サービス契約約款に規定する契約者回線を利用

して提供するもの 

 

（ＡＤＳＬ接続サービスに係る最低利用期間） 

第８条 ＡＤＳＬ接続サービスには、最低利用期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、ＡＤＳＬ接続サービスの提供開始の日（契約者回線等を設置

した日）から起算して次の月の応当日の前日までとします。 

３ 前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用は、この約款および料

金表に定めるところによります。 

 

（ＡＤＳＬ接続サービスに係る特定協定事業者への申込み） 

第９条 当社の ＡＤＳＬ接続サービスの提供を受けるためには、ＤＳＬ等接続専用サービ

スへの申込みが必要です。ＤＳＬ等接続専用サービスの提供条件は、ＤＳＬ等接続専用サ

ービスの契約約款によります。 

２ ＤＳＬ等接続専用サービスへの申込みをするときは、必要事項を nojima mobile YM 取

扱所に提出していただきます。 

 

（ＡＤＳＬ接続サービスの申込みの方法） 

第１０条 ＡＤＳＬ接続サービスの申込みをするときは、当社所定の契約申込書を nojima 

mobile YM取扱所に提出するか、またはインターネット等を通じて提出していただきます。 

２ ＡＤＳＬ接続サービスの申込については、その通信についてＤＳＬ方式に起因する事象
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が発生することがあることを承諾のうえ、申込みをしていただきます。 

 

（ＡＤＳＬ接続サービスの申込みの承諾） 

第１１条 当社は、ＡＤＳＬ接続サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従

って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変

更することがあります。この場合、当社は、ＡＤＳＬ接続サービスの申込者に対してその

理由とともに通知いたします。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＡＤＳＬ接続サービスの申込

みを承諾しないことがあります。 

（１）ＤＳＬ等接続専用サービスの申込みが承諾されなかったとき。 

（２）ＡＤＳＬ接続サービスの申込みのあった契約者回線等を設置し、または保守するこ

とが技術上著しく困難なとき。 

（３）ＡＤＳＬ接続サービスの契約に係る申込者が、当社と契約を締結しているか、また

は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の金銭債務（この約款の規

定により、支払いを要することとなった料金、手続もしくは工事に要する費用また

は割増金もしくは延滞利息等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。）に

ついて、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

（４）ＡＤＳＬ接続サービスの料金、手続または工事に関する費用の支払いを現に怠り、

または怠るおそれがあるとき。 

（５）ＡＤＳＬ接続サービスの申込者が第２８条（利用停止）規定によりＡＤＳＬ接続サ

ービスの利用を停止されているか、または第１７条（当社が行うＡＤＳＬ接続サー

ビス契約の解除）各項の規定によりＡＤＳＬ接続サービスの契約を解除されたこと

があるとき。 

（６）第４５条（利用に係る契約者の義務）規定に違反するおそれがあるとき。 

（７）前条に基づき提出された契約申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、

またはこれらの書類の記載内容に虚偽、不実の内容があるとき。 

（８）ＡＤＳＬ接続サービスの申込者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、

その電気通信サービスに係る契約約款に定める規定により、利用の停止またはその

契約の解除を受けたことがあるとき。 

（９）その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（ＡＤＳＬ接続サービスの品目または契約の区分の変更） 

第１２条 ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、ＡＤＳＬ接続サービスの契約の区分または

品目の変更の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第１１条（ＡＤＳＬ接続サービスの申込みの承

諾）の規定に準じて取り扱います。 
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（その他のＡＤＳＬ接続サービスに係る申込み内容の変更） 

第１３条 ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、契約内容を変更（別記１および２に定める

変更を含みます。）するときは、必要事項を nojima mobile YM取扱所に当社所定の方法に

より提出していただきます。 

２ 前項の提出があったときは、当社は、第１１条（ＡＤＳＬ接続サービスの申込の承諾）

の規定に準じて取り扱います。 

 

（契約者回線等の利用の一時中断） 

第１４条 当社は、ＡＤＳＬ接続サービスの契約者から請求があったときは、契約者回線

等の利用の一時中断（その回線収容部を他に転用することなく、その契約者回線等を一時

的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

（ＡＤＳＬ接続サービス利用権の譲渡の禁止） 

第１５条 ＡＤＳＬ接続サービス利用権（ＡＤＳＬ接続サービスの契約者がＡＤＳＬ接続

サービスの契約に基づいてＡＤＳＬ接続サービスの提供を受ける権利をいいます。）は、

他人に譲渡することはできません。 

 

（契約者が行うＡＤＳＬ接続サービスに係る契約の解除） 

第１６条 ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、そのＡＤＳＬ接続サービスに係る契約を解

除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行う nojima mobile YM 取扱所

に当社所定の方法により通知していただきます。 

 

（当社が行うＡＤＳＬ接続サービスに係る契約の解除） 

第１７条 当社は、次の場合には、ＡＤＳＬ接続サービスの契約を解除することがありま

す。 

（１）第２８条（利用停止）の規定により利用停止された契約者回線等について、ＡＤＳ

Ｌ接続サービスの契約者が同条各号に掲げる事由を解消しないとき。 

（２） ＤＳＬ等接続専用サービスの契約が解除されたとき。 

（３）ＤＳＬ方式に起因する事象により、通信が全く利用できない状態（通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。）となったとき。 

（４）ＡＤＳＬ接続サービスの契約者が、移転等によりＡＤＳＬ接続サービスの提供区域

外となったとき。 

２ 当社は、ＡＤＳＬ接続サービスの契約者が第２８条（利用停止）第１項各号のいずれ

かに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められ

るときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでその契約者回線
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等に係るＡＤＳＬ接続サービスの契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、そのＡＤＳＬ接続サービスの契約を解除しようとする

ときは、あらかじめＡＤＳＬ接続サービスの契約者にそのことを通知します。 

４ 当社は、ＡＤＳＬ接続サービスの契約者について、破産法、民事再生法または会社更

生法の申立て、その他これらに類する事由が生じた場合、直ちにそのＡＤＳＬ接続サービ

スの契約を解除することができます。 

５ ＡＤＳＬ接続サービスに係る契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事

実を確認した場合において、そのＡＤＳＬ接続サービスに係る契約者の死亡を確認した日

をもって該当するＡＤＳＬ接続サービスに係る契約の解除を行います。 

 

 

第２節 フレッツ接続サービスに係る契約 

 

（フレッツ接続サービスの契約の単位） 

第１８条 当社は、１の利用回線ごとに１のフレッツ接続サービスの契約を締結します。

この場合、フレッツ接続サービスに係る契約者は、１の契約につき１人に限ります。 

 

（フレッツ接続サービスの契約の申込み方法） 

第１９条 フレッツ接続サービスの申込みをするときは、当社所定の契約申込書を nojima 

mobile YM取扱所に提出するか、またはインターネット等を通じて提出していただきます。 

２ 前項に関して、フレッツ接続サービスの申込者はあらかじめ別表３に規定する料金種

別に関する契約への申込みが必要です。 

 

（フレッツ接続サービスの申込みの承諾） 

第２０条 当社は、フレッツ接続サービスの申込があったときは、受け付けた順序に従っ

て承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更

することがあります。この場合、当社は、フレッツ接続サービスの契約の申込者に対して

その理由とともに通知いたします。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのフレッツ接続サービスに係る契

約の申込みを承諾しないことがあります。 

（１）フレッツ接続サービスに係る契約の申込者が当社と契約を締結しているか、または

締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務の金銭債務について、

支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

（２）フレッツ接続サービスの料金または、手続または工事に関する費用の支払いを現に

怠り、または怠るおそれがあるとき。 

（３）フレッツ接続サービスの申込者が第２８条（利用停止）規定によりフレッツ接続サ
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ービスの利用を停止されている、または第２５条（当社が行うフレッツ接続サービ

スの契約の解除）各項の規定によりその契約を解除されたことがあるとき。 

（４）第４５条（利用に係る契約者の義務）規定に違反するおそれがあるとき。 

（５）前条に基づき提出された契約申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、

またはこれらの書類の記載内容に虚偽、不実の内容があるとき。 

（６）フレッツ接続サービスの申込者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、

その電気通信サービスに係る契約約款に定める規定により、利用の停止またはその

契約の解除を受けたことがあるとき。 

（７）その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

（８）別表３に規定する料金種別に関する契約への申込みが承諾されなかったとき。 

 

（フレッツ接続サービスに係る申込み内容の変更） 

第２１条 フレッツ接続サービスの契約者は、その契約内容を変更（別記１および２に定

める変更を含みます。）するときは、必要事項を nojima mobile YM取扱所に当社所定の方

法により提出していただきます。 

２ 前項に関する提出があったときは、当社は、第２０条（フレッツ接続サービスの申込

の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（フレッツ接続サービスの利用の一時中断） 

第２２条 当社は、フレッツ接続サービスの契約者から請求があったときは、フレッツ接

続サービスの利用の一時中断を行います。 

 

（フレッツ接続サービス利用権の譲渡の禁止） 

第２３条 フレッツ接続サービス利用権（フレッツ接続サービスの契約者がフレッツ接続

サービスの契約に基づいてフレッツ接続サービスの提供を受ける権利をいいます。）は、

他人に譲渡することはできません。 

 

（契約者が行うフレッツ接続サービスに係る契約の解除） 

第２４条 フレッツ接続サービスの契約者が、そのフレッツ接続サービスに係る契約を解

除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行う nojima mobile YM 取扱所

に当社所定の方法により通知していただきます。 

 

（当社が行うフレッツ接続サービスの契約の解除） 

第２５条 当社は、第２８条（利用停止）の規定により利用停止された利用回線について、

フレッツ接続サービスの契約者が同条各号に掲げる事由を解消しないときは、その契約

を解除することがあります。 
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２ 当社は、フレッツ接続サービスの契約者が第２８条（利用停止）第１項各号のいずれ

かに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められ

るときは、前項の規定にかかわらず、フレッツ接続サービスの契約の利用停止をしないで

その利用回線等に係るフレッツ接続サービスの契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、そのフレッツ接続サービスの契約を解除しようとする

ときは、あらかじめフレッツ接続サービスの契約者にそのことを通知します。 

４ 当社は、フレッツ接続サービスの契約者について、破産法、民事再生法または会社更

生法の申立て、その他これらに類する事由が生じた場合、直ちにそのフレッツ接続サービ

スの契約を解除することがあります。 

５ フレッツ接続サービスの契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を

確認した場合において、そのフレッツ接続サービスの契約者の死亡を確認した日をもって

該当するフレッツ接続サービスの契約の解除を行います。 

６ 当社は、フレッツ接続サービスの契約者が締結している nojima mobile YM契約約款（デ

ータ通信編）に基づく契約に関して、別表３に規定する料金種別以外への変更または、解

除を行った場合は、そのフレッツ接続サービス契約を解除します。 
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第５章 端末設備の提供 

 

（端末設備の提供） 

第２６条 当社は、ＡＤＳＬ接続サービスを提供するにあたり、端末設備を提供します。 

２ 前項の場合、当社は、第１１条（ＡＤＳＬ接続サービスの申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。 

３ 当社が端末設備を提供する場合の提供条件は、当社が別に定める「端末設備貸出サー

ビス規約」によります。 
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第６章 利用中止および利用停止 

 

（利用中止） 

第２７条 当社は、次の場合には、nojima mobile YMの利用を中止することがあります。 

（１）nojima mobile YMに係る電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

（２）第２９条（通信利用の制限）および第３０条の規定により、nojima mobile YM の

利用を中止するとき。 

（３）ＤＳＬ等接続専用サービスの利用が中止されたとき。 

２ 当社は、前項の規定により nojima mobile YMの利用を中止するときは、あらかじめそ

のことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第２８条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間またはそ

の事由が解消されるまでの間、その nojima mobile YMの利用を停止することがあります。 

（１）当社が請求する料金その他の金銭債務について、支払期日を経過してもなおその全

部を支払わないとき。 

（２）契約事業者が、その契約等に基づき nojima mobile YM の利用の停止を請求したと

き。 

（３）第４５条（利用に係る契約者の義務）または第４６条（契約者以外の者の利用に係

る義務）の規定に違反したとき。 

（４）当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外

の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービス

に係る電気通信回線を接続したとき。 

（５）別記５（自営端末設備に異常がある場合等の検査）に規定に違反したとき。 

（６）前５号のほか、この約款の規定に反する行為であって nojima mobile YM に関する

当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、または及ぼ

すおそれがある行為をしたとき。 

２ 当社は、前項による規定のほかフレッツ接続サービスの契約者が、nojima mobile YM

契約約款（データ通信編）または nojima mobile YM 契約約款（LTE 編）に基づく利用停

止を受けた場合には、フレッツ接続サービスの利用を停止することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、nojima mobile YM の利用停止をしようとするときは、

あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。 
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第７章 通信 

 

（通信利用の制限） 

第２９条 当社は、nojima mobile YM の全部を提供することができなくなったときは、天

災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もし

くは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を

内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に

取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等（当社がそれらの機関との

協議により定めたものに限ります。）以外の契約者回線等による利用を制限する措置をと

ることがあります。 

機    関    名 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関（海上保安機関を含みます。以下

同じとします。）、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係が

ある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機

関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記３の基準に該当する新聞

社、放送事業者および通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の

機関 

２ 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

 

第３０条 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用または nojima 

mobile YMの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信

利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用

の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。 

（１）契約者が別記８に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を

行うこと。 

（２）一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契

約者回線および利用回線からの通信の利用を制限すること。 

２ 当社は、前項による規定のほか、nojima mobile YM に関して一定時間内に大量または

多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線および利用回線からの

通信の利用を中止する処置をとることがあります。 

３ 当社は、前２項による規定のほか、nojima mobile YM の円滑な提供を図るため、通信

に関して、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置を

とります。 

４ 当社は、前３項による規定のほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフテ

ィ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト（同協会

が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネッ
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ト上の接続先情報をいいます。）において指定された接続先との間の通信を遮断すること

があります。 

 

（通信利用の制限等） 

第３１条 当社は、フレッツ接続サービスの契約において同一の接続ＩＤにより同時に

２以上の通信を行った場合には、その接続を切断することがあります。 
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第８章 料金等 

 

（料金の取扱い等） 

第３２条 nojima mobile YM の料金は、料金表第１表および第２表に規定する基本使用料

および工事または手続に関する費用とします。 

 

（基本使用料の支払義務） 

第３３条 契約者は、当社が nojima mobile YMの提供を開始した日の属する月の翌月初日

から起算して nojima mobile YM 契約の解除があった日の属する月の末日までの期間（提

供を開始した日の属する月と解除があった日の属する月が同一の月である場合は、提供を

開始した日の属する月の初日から末日までの期間）について、基本使用料の支払いを要し

ます。 

２ 第１項の期間において、次に掲げる事象が発生した場合でもその期間中の料金の支払

いを要します。 

（１）契約者から第１４条（契約者回線等の一時中断）および第２２条（フレッツ接続サ

ービスの利用の一時中断）の請求があったとき。 

（２）契約者が第２８条（利用停止）により利用停止になったとき。 

（３）契約者回線等の移転に伴って nojima mobile YMを利用できない期間が生じたとき。 

 

（手続費の支払義務） 

第３４条 契約者は、nojima mobile YM に関し料金表に規定する手続費の支払いを要しま

す。 

 

（工事費の支払義務） 

第３５条 契約者は、nojima mobile YM の申込み、または工事を要する請求をし、その承

諾を受けたときは、料金表に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前

にその請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費

が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、

その工事に関して取消しがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要

した費用を負担していただきます。 

 

（料金の支払い方法） 

第３６条 nojima mobile YM の料金に関する支払方法は、料金表に定めるところによりま

す。 
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（割増金） 

第３７条 契約者は、料金および手続または工事に要する費用の支払いを不正に免れた場

合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の

２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払いを要します。 

 

（延滞利息） 

第３８条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過

してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの

日数について、年１４.５％（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６

５日当たりの割合とします。）の割合で計算して得た額を延滞利息として支払いを要しま

す。 
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第９章 保守 

 

（契約者の維持責任） 

第３９条 ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端

末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。 

 

（契約者の切分責任） 

第４０条 ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契

約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができな

くなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のう

え、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、ＡＤＳＬ接続サービスの契約者から要請があったときは、当社

は、試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、

ＡＤＳＬ接続サービスの契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自

営端末設備または自営電気通信設備にあったときに契約者が負担する費用は、当社の係員

派遣に要した実費とします。 

 

（修理または復旧の順位） 

第４１条 nojima mobile YM に係る電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その

全部を修理し、または復旧することができないときは、第２９条（通信利用の制限）の規

定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備

を修理し、または復旧します。この場合において、第１順位および第２順位の電気通信設

備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めた契約者回線等に関する

ものに限ります。なお、当社は、当社の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定

的に回線収容部等を変更することがあります。 

 

順 位 修理または復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関との契約に係るもの 

水防機関との契約に係るもの 

消防機関との契約に係るもの 

災害救助機関との契約に係るもの 

警察機関との契約に係るもの 

防衛機関との契約に係るもの 



 18 

２ 

輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 

通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 

選挙管理機関との契約に係るもの 

別記３の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機

関との契約に係るもの 

預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 

国または地方公共団体の機関との契約に係るもの（第１順位と

なるものを除きます。） 

３ 第１順位および第２順位に該当しないもの 
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第１０章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第４２条 当社は、nojima mobile YM を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき

理由によりその提供をしなかったときは、その nojima mobile YM を全く利用できない状

態（その契約に係る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状

態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）が生じた場合（ＤＳＬ方

式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。）に、そのことを

当社が知った時刻から起算して２４時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者

の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、nojima mobile YM が全く利用できない状態にあること

を当社が知った時刻以後の利用できなかった時間（２４時間の倍数である部分に限りま

す｡）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその nojima mobile YM

の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 当社は、契約者が nojima mobile YMの利用に関して損害を被った場合、前項による賠

償の他はいかなる責任も負いません。ただし、当社の故意または重大な過失により nojima 

mobile YMの提供をしなかったときは、この限りではありません。 

 

（免責） 

第４３条 nojima mobile YM に係る電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に

あたって、契約者の土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが故意また

は重大な過失により生じたものである場合を除き、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または

変更（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、

その改造等に要する費用については負担しません。 
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第１１章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第４４条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾するこ

とが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上

支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請

求をした契約者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定め

るところによります。 

 

（利用に係る契約者の義務） 

第４５条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）当社は、nojima mobile YM の提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が

所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとしま

す。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらか

じめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとしま

す。 

（２）契約者は、当社または当社の指定するものが設備の設置、調整、検査、修理等を行

うため、土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力するも

のとします。 

（３）契約者は、故意に契約者回線等を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に

妨害を与える行為を行わないこととします。 

（４）端末設備または電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損

壊し、またはその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、

事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もし

くは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りであ

りません。 

（５）当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が提供している端末設

備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

（６）当社が nojima mobile YM の契約者に通知する接続ＩＤ、パスワード、契約者番号

等を善良な管理者の注意をもって管理すること。 

（７）他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗もしくは法令に反する、または他

者に不利益を与える態様で nojima mobile YMを利用しないこと。 

   なお、別記８に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務

違反があったものとみなします。 

２ 契約者は、前項の規定に違反して端末設備または電気通信設備を亡失し、またはき損
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したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を

支払っていただきます。 

 

（契約者以外の者の利用に係る義務） 

第４６条 契約者は、その nojima mobile YMを契約者以外の者に使用させる場合は、前条

のほか次のことを守っていただきます。 

（１）契約者は、前条の規定の適用については、その nojima mobile YM を使用する者の

行為についても、当社に対して責任を負うこと。 

（２）ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回

線等に接続する端末設備または自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用

する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。 

 

（注）本条第２号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定を適用

します。 

  ア 第３９条（契約者の維持責任） 

  イ 第４０条（契約者の切分責任） 

  ウ 別記４ 自営端末設備の接続 

  エ 別記５ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

  オ 別記６ 自営電気通信設備の接続 

  カ 別記７ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

 

（契約者の氏名等の通知） 

第４７条 当社は、法令等に定めのある場合、または特定協定事業者および契約事業者か

らその契約約款の規定に基き、請求があったときは、申込者および契約者（その特定協定

事業者および契約事業者と契約者回線等を利用するうえで必要な申込または契約を締結

している者に限ります。）の氏名および住所等をその特定協定事業者および契約事業者に

通知することがあります。 

 

（特定協定事業者および契約事業者からの通知） 

第４８条 ＡＤＳＬ接続サービスの申込者およびＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、当社

が、料金または工事に関する費用の適用もしくはＡＤＳＬ接続サービスの提供にあたり必

要があるときは、特定協定事業者および契約事業者から必要なＡＤＳＬ接続サービスに係

る申込者およびＡＤＳＬ接続サービスの契約者の情報の通知を受けることについて、承諾

していただきます。 
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（技術的事項） 

第４９条 nojima mobile YMの利用における基本的な技術的事項は、別表１のとおりとしま

す。 

 

（法令に規定する事項） 

第５０条 nojima mobile YM の利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定

めるところによります。 

 

（注）法令に定めがある事項については、別記４から７に定めるところによります。 

 

（個人情報の取扱い） 

第５１条 当社は、nojima mobile YM の申込者および契約者の個人情報（個人に関する情

報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

識別することができるものを含みます。）をいいます。）を別途当社ホームページ上に掲示

する「プライバシーポリシー」および「個人情報の取り扱いについて」に基づき、適切に

取り扱うものとします。 
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別記 

 

１ 契約者の地位の承継 

（１）相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合

併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添

えて、契約事務を行う nojima mobile YM取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの一人を当社

に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様

とします。 

（３）当社は、（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの１

人を代表者として取り扱います。 

 

２ 契約者の氏名等の変更 

（１）契約者は、その氏名、名称、住所、居所または支払い方法に変更があったときは、

そのことを速やかに nojima mobile YM取扱所に届け出ていただきます。ただし、契

約者がその変更の届出を怠った場合は、この約款に定める当社が行う通知を当社が

発した日をもって、契約者への通知が行われたものとみなします。 

（２）（１）の届出があったときは、当社は､その届出があった事実を証明する書類を提示

していただくことがあります。 

 

３ 新聞社等の基準 

区 分 基     準 

１ 新聞社 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議する

ことを目的として、あまねく発売されること 

（２）発行部数が１の題号について、８,０００部以上であること。 

２ 放送事業者 
電波法（昭和２５年法律第１３１号）の規定により放送局の免許を受け

た者 

３ 通信社 

新聞社または放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情

報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とす

る通信社 

 

４ 自営端末設備の接続 

（１）ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、その契約者回線等の終端において、またはその

終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を
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接続することができます。 

（２）前号の規定にかかわらず、ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、端末機器の技術基準

適合認定等に関する規則（平成１６年総務省令第１５号。以下「技術基準適合認定

規則」といいます。）様式第７号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定

規則第３条で定める種類の端末設備の機器をいいます。）、技術基準等に適合するこ

とについて電気通信事業法（以下「事業法」といいます。）第８６条第１項に規定す

る登録認定機関または事業法第１０４条第２項に規定する承認認定機関の認定を受

けた端末機器以外の自営端末設備を接続することはできません。 

 

５ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

（１）当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気

通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ＡＤＳＬ

接続サービスの契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどう

かの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由

がある場合その他事業法施行規則第３２条第２項で定める場合を除いて、検査を受

けることを承諾していただきます。 

（２）（１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（３）（１）の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められ

ないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただ

きます。 

 

６ 自営電気通信設備の接続  

（１）ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、その契約者回線等の終端において、またはその

終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等に自営電気通信設備を

接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名

称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面に

より、その接続の請求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接

続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれら

の附属設備をいいます。）の保持が経営上困難となるとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第３２条第１項で定め

る場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査

を行います。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 
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（５）ＡＤＳＬ接続サービスの契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、

（１）から（４）の規定に準じて取り扱います。 

（６）ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通

信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

７ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査  

契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サ

ービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記５の規定に準じて取り扱い

ます。 

 

８ インターネットに接続する電気通信サービスの利用における禁止行為 

（１）電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為 

（２）（１）のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営に

支障を与える行為または与えるおそれがある行為 

（３）無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もし

くは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為 

（４）他人になりすまして各種サービスを利用する行為 

（５）他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害する

おそれがある行為 

（６）他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為 

（７）他人を差別もしくは誹膀中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

（８）猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書

等を送信、記載または掲載する行為 

（９）無限連鎖講（ネズミ講）もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘す

る行為 

（１０）連鎖販売取引（マルチ商法）に関して特定商取引に関する法律（昭和５１年法律

第５７号）に違反する行為 

（１１）インターネットに接続する電気通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、

または消去する行為 

（１２）ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為 

（１３）犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為 

（１４）（１）から（１３）のほか、法令または慣習に違反する行為 

（１５）売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為 

（１６）その他、当社サービスの運営を妨げる行為 

（１７）上記（１６）までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為 
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別表１ 

nojima mobile YM の利用における基本的な技術的事項のうち、ＡＤＳＬ接続サービスに

関する技術事項は次のとおりとします。 

 

種類 技術的事項 

（１）当社が端末設

備を提供する場合 

当社が端末設備を提供する場合の物理的条件は、端末設備貸出サ

ービス規約に定めます 

（２）当社が端末設

備を提供しない場合 

当社が端末設備を提供しない場合の物理的条件は、２線式インタ

フェースとします。 

 

 

別表２ 

当社以外の電気通信回線の提供事業者ならびに品目は次のとおりとします。 

提供事業者 品目等 

特定協定事業者 
特定協定事業者が定めるＩＰ通信網サービス契約約款に基づき提

供される電気通信サービスのうち、当社が別に定める品目 

 

別表３ 

１ フレッツ接続サービスの契約者が締結している nojima mobile YM契約約款（ＬＴＥ編）

または nojima mobile YM 契約約款(4G 編)に基づく契約は、ＬＴＥプラン（ベーシック）、

ＬＴＥプラン（にねん）、ＬＴＥプラン（にねん＋アシスト１６００）、ＬＴＥプラン（に

ねん＋アシスト２９００）、 

ＬＴＥプラン（バリューセット）、ＬＴＥプラン（バリューセットライト）、ＬＴＥ電話プ

ラン（ベーシック）、ＬＴＥ電話プラン（にねん）、ＬＴＥ電話プラン（バリューセット）

およびＬＴＥ電話プラン（バリューセット ライト）、ＬＴＥプラン（にねん得割）、４Ｇデ

ータプラン（ベーシック）、４Ｇデータプラン（にねん）、４Ｇデータプラン（バリューセ

ット ｆｏｒ ４Ｇ）、４Ｇデータプラン（バリューセット ライト ｆｏｒ ４Ｇ）、４Ｇデー

タプラン（にねん＋アシスト１７００）および４Ｇデータプラン（にねん＋アシスト２８

００）および４Ｇデータプラン（よねん）に係る基本使用料の料金種別が適用されている

ものとします。 
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nojima mobile YM料金表 

 

通則 

 

（料金の計算方法等） 

１ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料、ＮＴＴ回線使用料お

よび端末設備貸出使用料（以下「モデムレンタル料」といいます。以下合わせて「月額利

用料」といいます。）は暦月に従って計算します。 

 

２ 月額利用料は、nojima mobile YM 利用開始の翌月より適用されます。専ら当社の責に

帰すべき理由による場合を除き、nojima mobile YM 利用開始と同月内で解約となる場合

は、１月分の月額利用料を適用します。 

 

３ 当社はこの料金表の定めによらず、月額利用料を減額する期間を定める場合がありま

す。この期間内に解約する場合の月額利用料の適用については、当社が別に定めるところ

によります。 

 

４ 品目、契約の区分または移転により月額利用料の額が増加または減少したときは、増

加または減少後の料金は、その増加または減少のあった月の翌月から適用します。 

 

５ 手続費は、当社が第１表第２（手続に関する料金）に規定する手続を行った場合に適

用し、初回の月額利用料請求時にあわせて請求します。ただし、契約者が、初回の月額利

用料発生月の前に契約変更または解約を行った場合、契約変更を行った月または解約月の

料金として請求します。 

 

６ 工事費は、当社が第２表（工事に関する料金）に規定する工事を行った場合に適用し、

工事を実施した月の料金として請求します。 

 

（端数処理） 

７ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

 

（料金等の支払い） 

８ 契約者は、次の各号の方法のいずれかで、当社またはクレジットカード会社の定める

支払条件に従い、料金等を支払っていただきます。契約者が指定できるクレジットカード

会社、金融機関については、当社ホームページにて掲示いたします。 
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 （１）クレジットカード 

 （２）金融機関預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込 

 

９ 契約者は、nojima mobile YM の料金等を当社が定める期日までに一括して支払ってい

ただきます。 

 

１０ モバイルセット料金およびフレッツ接続サービスの支払い方法に関しては、nojima 

mobile YM契約約款（データ通信編）、nojima mobile YM契約約款（音声・データ通信編）

または nojima mobile YM契約約款（ＬＴＥ編）に定めるところによります。 

 

１１ 契約者は、nojima mobile YM の料金等を支払期日の到来する順序に従って支払って

いただきます。 

 

１２ 料金等の支払いにおいて当社が必要と認める場合、当社は契約者が選択する支払方

法とは別に、当社が発行する請求書に従い、その料金等を支払っていただく場合がありま

す。この場合において、請求書発行ごとに請求書発行に係る手数料を料金等とあわせて支

払っていただく場合があります。 

 

（料金等の一括払い） 

１３ 当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、２月以上の料

金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（消費税相当額の加算） 

１４ 第３３条（基本使用料の支払義務）から第３５条（工事費の支払義務）までの規定

その他約款および規約の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされ

ている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（注）約款、規約およびこの料金表の規定により支払いを要することとなった料金等に

ついては、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。 
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第１表 nojima mobile YMに関する料金 

 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の取り扱いについては、第３３条（基本使用料の支払義務）の規定に

よるほか、次のとおりとします。 

基本使用料の適用 

（１）基本使用料の料金種

別の選択等 

ア ＡＤＳＬ接続サービスには、契約の区分および品目によ

り次の料金種別があります。 

基本使用料の料金種別 

契約の区分 品目 

回 線 タ

イプ１ 

特定協定事業者

の電話サービス

契約約款に規定

した契約者回線

を利用して提供

するもの 

４０Ｍ 

契約者回線の終端

の場所への伝送方

向については最大

４０Ｍｂｐｓまで、

他の伝送方向につ

いては最大１Ｍｂ

ｐｓまでの符号伝

送が可能なもの 

５０Ｍ 

契約者回線の終端

の場所への伝送方

向については最大

５０Ｍｂｐｓまで、

他の伝送方向につ

いては最大５Ｍｂ

ｐｓまでの符号伝

送が可能なもの 

回 線 タ

イプ２ 

特定協定事業者

の専用線サービ

ス契約約款に規

定した契約者回

線を利用して提

供するもの 

４０Ｍ 

契約者回線の終端

の場所への伝送方

向については最大

４０Ｍｂｐｓまで、

他の伝送方向につ

いては最大１Ｍｂ

ｐｓまでの符号伝

送が可能なもの 
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５０Ｍ 

契約者回線の終端

の場所への伝送方

向については最大

５０Ｍｂｐｓまで、

他の伝送方向につ

いては最大５Ｍｂ

ｐｓまでの符号伝

送が可能なもの 
 

イ  ＡＤＳＬ接続サービスの契約者はあらかじめ基本使用料

の料金種別を選択していただきます。 

ウ  ＡＤＳＬ接続サービスの契約者は、本適用の（２）およ

び（３）に規定する基本使用料の料金種別の変更を請求す

ることができます。この場合当社は、その変更が完了した

日を含む料金月の翌料金月から変更後の基本使用料を適用

します。 

エ  基本使用料には特定協定事業者の回線使用料、当社によ

るＡＤＳＬ接続サービスの契約者へのモデムのレンタル料

を含みます。 

（２）回線タイプ１に係る

基本使用料の取り扱

い 

ア 回線タイプ１の基本使用料については、この料金表に特

段の規定がある場合を除き、第１表第１の２の２－１に規

定する料金を適用します。 

イ 回線タイプ１の契約者は回線タイプ２への変更を請求す

ることができます。 

（３）回線タイプ２に係る

基本使用料の取り扱

い 

ア 回線タイプ２の基本使用料については、この料金表に特

段の規定がある場合を除き、第１表第１の２の２－１に規

定する料金を適用します。 

イ 回線タイプ２の契約者は回線タイプ１への変更を請求す

ることができます。 
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（４）モバイルセット料金

の適用 

（セットサービス 

ＡＤＳＬサービス） 

ア モバイルセット料金とは、当社が提供する nojima mobile 

YM契約（nojima mobile YM契約約款（LTE編）または nojima 

mobile YM 契約約款（4G 編）に基づく契約をいいます。以

下「モバイル契約」といいます。）の契約者、またはモバ

イル契約の申込者から申し出があり、当社が承認した場合

に、第１表第１の２の２－２に規定する料金を適用するこ

とをいいます。 

イ モバイルセット料金は１のモバイル契約につき１の回線

タイプ１または回線タイプ２の４０Ｍの契約に限り適用し

ます。 

ウ モバイルセット料金は、モバイル契約者または申込者か

ら申し出を受け、当社が現にモバイル契約が締結されてい

ることを確認した日の属する料金月の翌料金月から適用し

ます。 

ただし、ＡＤＳＬ接続サービスとモバイル契約が同時に

申し込まれた場合は、契約が締結された翌料金月から適用

します。 

エ 当社は、モバイルセット料金の適用を受けている契約者

回線について次の場合が生じたときは、それぞれの翌料金

月にその適用を廃止します。 

（１）モバイル契約が解除されたとき。 

（２）ＡＤＳＬ接続サービスが契約の区分の変更を完了し

たとき。 

（３）ＡＤＳＬ接続サービスが品目の変更を完了したとき。 

（５）フレッツ接続サービ

スの料金の適用 

ア 別表第３第１項に定める基本使用料の料金種別が適用

されているフレッツ接続サービスの料金は、nojima mobile 

YM契約約款（データ通信編）に定めるところによります。 

イ ア 別表第３第２項に定める基本使用料の料金種別が

適用されているフレッツ接続サービスの料金は、第１表第

１の２の２－３に規定する料金を適用します。 
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２ 料金額 

２－１ ＡＤＳＬ接続サービスに関する基本使用料 

２－１－１ 回線タイプ１（ＮＴＴ電話回線共用型） 

１契約者回線ごとに月額 

品目（最大速度） ＮＴＴ東日本エリア ＮＴＴ西日本エリア 

４０Ｍ* 
１,８８６円 

（税抜） 

１,８８６円 

（税抜） 

５０Ｍ 
２,７４３円 

（税抜） 

２,７４３円 

（税抜） 

*一部のＮＴＴ収容局については、最大速度が下り８Ｍｂｐｓ／上り１Ｍｂｐｓとなります。

該当収容局は当社ホームページのサービス提供エリアに掲載します。 

 

２－１－２ 回線タイプ２（ＡＤＳＬ専用回線型） 

１契約者回線ごとに月額 

品目（最大速度） ＮＴＴ東日本エリア ＮＴＴ西日本エリア 

４０Ｍ* 
３,３１５円 

（税抜） 

３,３１５円 

（税抜） 

５０Ｍ 
４,１７２円 

（税抜） 

４,１７２円 

（税抜） 

*一部のＮＴＴ収容局については、最大速度が下り８Ｍｂｐｓ／上り１Ｍｂｐｓとなります。

該当収容局は当社ホームページのサービス提供エリアに掲載します。 
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２－２ モバイルセット料金                    

２－２－１ 回線タイプ１（ＮＴＴ電話回線共用型） 

１契約者回線ごとに月額 

品目（最大速度） ＮＴＴ東日本エリア ＮＴＴ西日本エリア 

４０Ｍ* 
１,４２９円 

（税抜） 

１,４２９円 

（税抜） 

*一部のＮＴＴ収容局については、最大速度が下り８Ｍｂｐｓ／上り１Ｍｂｐｓとなります。

該当収容局は当社ホームページのサービス提供エリアに掲載します。 

 

２－２－２ 回線タイプ２（ＡＤＳＬ専用回線型） 

１契約者回線ごとに月額 

品目（最大速度） ＮＴＴ東日本エリア ＮＴＴ西日本エリア 

４０Ｍ* 
２,８５８円 

（税抜） 

２,８５８円 

（税抜） 

*一部のＮＴＴ収容局については、最大速度が下り８Ｍｂｐｓ／上り１Ｍｂｐｓとなります。

該当収容局は当社ホームページのサービス提供エリアに掲載します。 
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第２ 手続きに関する料金 

１ 適用 

手続きに関する料金は、第３４条（手続費の支払義務）によるほか、次のとおりと

します。 

手続きに関する料金の適用 

（１）手続きに関す

る料金 

ア 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

区 分 内 容 

開通手続費 
ＡＤＳＬ接続サービスの開通手

続きに要する費用 

振込請求書発行手数料 振込請求書の発行に係る料金 

イ ＡＤＳＬ接続サービスの開通手続きに着手した後、開通手続き 

の完了前に手続きを取り消した場合は、開通手続費の料金を適用

します。 

 

２ 料金額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

開通手続費 １契約者回線ごとに 
８００円 

（税抜） 

振込請求書発行手数料 
１契約について 

発行１回ごとに 

１５０円 

（税抜） 
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第２表 工事に関する費用 

 

第１ 工事費 

１ 適用 

工事費の取り扱いについては第３５条（工事費の支払義務）によるほか、次のとお

りとします。 

工事に関する料金の適用 

（１）工事費の適用 ア 工事に関する費用は次のとおりとします。 

区 分 内   容 

端末設備工事費 

１の契約者回線等の新設、移転、廃止もし

くは変更等に伴い、工事担当者を派遣して

当社の端末設備を設置、移設、撤去または

置換、もしくは端末設備の設定を変更する

工事に要する費用 

無効派遣工事費 

回線タイプ２の契約者回線等の設定、移転も

しくは変更ならびに端末設備の工事に伴い、

契約者宅内で契約者立ち会いのもとで行う

工事において、契約者の責めに帰すべき理由

により、あらかじめ当社が契約者に通知した

工事日に工事が実施できなかった場合に要

する費用 

回線調整工事費 

１のＤＳＬ等接続専用サービスに係る契約

者回線について、ＮＴＴが定めるところによ

り回線調整工事（回線収容替え、ブリッジタ

ップはずし（契約者回線に係る伝送路設備が

分岐している状態を、分岐していない状態に

することをいいます。以下同じとします。）

または保安器取替え等を行うことをいいま

す。以下同じとします。）に要する費用 

イ 工事費は、契約者回線ごとに、施工した工事に係る端末設備工

事費、無効派遣工事費および回線調整工事費を合計して算定しま

す。 

ウ 当社は、回線調整について、その実施によってもＤＳＬ方式に

起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありませ
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ん。 

エ 回線調整について、保安器取替えのみを実施するときは、回線

調整の基本工事費は適用しません。 

オ 当社の端末設備の新設、移転、置換、撤去および設定変更工事

ならびに回線調整工事に伴い、当社規定外の工事を行った場合は、

２ 料金額の規定にかかわらず、別に算定する実費を加算して適

用することがあります。 

カ 当社は、２ 料金額の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案

して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 

 

２ 工事費の額 

区 分 単 位 工事費の額 

端末設備工事費 

設置、移転または置換工事 １工事ごと 
６,８００円 

(税抜) 

撤去工事 １工事ごと 
６,８００円 

(税抜) 

設定変更工事（設置、移転

または置換を伴わない場

合に限ります。） 

１工事ごと 
６,８００円 

(税抜) 

無効派遣工事費 
１無効派遣

工事ごと 

６,５００円 

(税抜) 

回線調整工事費 

基本工事費 １工事ごと 
１１,０００円 

(税抜) 

回線収容替え １工事ごと 
８,０００円 

(税抜) 

ブリッジタップはずし １工事ごと 
９,０００円 

(税抜) 

保安器取替え １工事ごと 
８,０００円 

(税抜) 
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附則 

（実施期日） 

この約款は、平成２４年３月１５日から実施します。  

附則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２４年６月１日から実施します。 

（基本使用料の料金種別に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に次表の左欄に定める基本使用料の料金種別を選択している

場合の料金は次表の右欄に定める通りとし、その他の提供条件については、従前のとお

りとします。 

１契約者回線ごとに月額 

回線タイプ１の１２Ｍ 
１,８８６円 

（税抜） 

回線タイプ２の１２Ｍ 
３,３１５円 

（税抜） 

回線タイプ１の１２Ｍ（モバイルセット料金

を適用する場合） 

１,４２９円 

（税抜） 

回線タイプ２の１２Ｍ（モバイルセット料金

を適用する場合） 

２,８５８円 

（税抜） 

（料金等の支払に関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかった契約者の nojima 

mobile YMに係る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（基本使用料の料金種別の変更） 

４ 回線タイプ１または回線タイプ２の１２Ｍが適用されている契約者から回線タイプ１

または回線タイプ２の４０Ｍへの変更の請求があり、当社が承諾した場合、料金種別を

変更します。 

５ 回線タイプ１または回線タイプ２の１２Ｍが適用されている契約者が契約の区分の変

更または契約者回線の移転の請求をした場合、４０Ｍに係る基本使用料の料金種別への

変更の請求があったものとみなします。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２５年２月７日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２５年３月７日から実施します。 

附則 
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（実施期日） 

 この改正規定は、平成２５年８月９日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２５年１１月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２６年６月７日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２６年８月１日から実施します。 

 

 


